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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の挿入具と、上記第１の挿入具を内挿し、軸方向の先端部にスリット状の開口部を
形成した第２の挿入具と、上記第１の挿入具もしくは第２の挿入具のいずれか一方に設け
た生体組織を観察する観察手段とを備えた内視鏡による処置システムであって、
　上記第１の挿入具の先端部に設けられた、処置目的である生体組織を把持するための把
持手段と、
　上記第１の挿入具における上記把持手段の基端側に設けられた湾曲部であって、上記第
２の挿入具に当該第１の挿入具が挿入された際、当該湾曲動作により、上記把持手段が上
記第２の挿入具の先端部における上記スリット状の開口部から当該第２の挿入具の外側に
突出するように当該把持手段を移動せしめ、当該把持手段により把持された生体組織を回
動作用により持ち上げるための湾曲部と、
　上記第２の挿入具の先端部において上記開口部と対向する側に形成され、上記第１の挿
入具における上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分を保持すること
により位置を規制する生体組織位置規制手段と、
　上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分が上記生体組織位置規制手
段により保持され、上記湾曲部の湾曲動作に応じて移動した上記把持手段により把持され
た生体組織の一部分が持ち上げられた際、当該持ち上げられた生体組織の所定部位を結紮
する結紮手段と、
　上記結紮手段により結紮した部位と上記把持手段により把持された部位との間で生体組
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織を切除する切除手段と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡処置システム。
【請求項２】
　第１の挿入具と、上記第１の挿入具を内挿し、軸方向の先端部にスリット状の開口部を
形成した第２の挿入具と、上記第２の挿入具を内挿する第３の挿入具と、上記第１乃至第
３の挿入具のいずれか一方に設けた生体組織を観察する観察手段とを備えた内視鏡による
処置システムであって、
　上記第１の挿入具の先端部に設けられた、処置目的である生体組織を把持するための把
持手段と、
　上記第１の挿入具における上記把持手段の基端側に設けられた湾曲部であって、上記第
２の挿入具に当該第１の挿入具が挿入された際、当該湾曲動作により、上記把持手段が上
記第２の挿入具の先端部における上記スリット状の開口部から当該第２の挿入具の外側に
突出するように当該把持手段を移動せしめ、当該把持手段により把持された生体組織を回
動作用により持ち上げるための湾曲部と、
　上記第２の挿入具の先端部において上記開口部と対向する側に形成され、上記第１の挿
入具における上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分を保持すること
により位置を規制する生体組織位置規制手段と、
　上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分が上記生体組織位置規制手
段により保持され、上記湾曲部の湾曲動作に応じて移動した上記把持手段により把持され
た生体組織の一部分が持ち上げられた際、当該持ち上げられた生体組織の所定部位を結紮
する結紮手段と、
　上記結紮手段により結紮した部位と上記把持手段により把持された部位との間で生体組
織を切除する切除手段と、
　上記第３の挿入具に設けられ、上記第１の挿入具と第２の挿入具を挿通する挿通管路と
、
　を具備したことを特徴とする内視鏡処置システム。
【請求項３】
　上記生体組織位置規制手段は、上記第２の挿入具における上記把持手段に対向する位置
に形成された側孔部により構成され、当該第２の挿入具における当該側孔部の周囲部によ
り上記生体組織の他の部分を保持することにより位置を規制することを特徴とする請求項
１または２に記載の内視鏡処置システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、体腔内に導入された処置用挿入補助具に内視鏡及び処置具を挿通して生体組織
を処置する内視鏡処置システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から開腹することなく、消化管等の癌を治療するため、経口・経肛門から体腔内に挿
入した内視鏡で癌に冒された粘膜屑を切除する内視鏡粘膜切除手術が広く行われている。
【０００３】
近年、確実に癌組織を切除すると共に切除した病変部位の組織病理学診断を容易にする為
、粘膜層や筋層等を含んだ全層の一括切除が試みられている。
【０００４】
しかしながら、従前の内視鏡による処置では、消化管臓器の全層を切除することは、技術
的に困難であった。特に生体組織の目的部位を切除前後に消化管臓器の内腔と腹腔とが連
通した状態にならないように消化管臓器を縫合することが困難であった。
【０００５】
このような消化管臓器の病変部位の切除に用いる内視鏡による縫合切除装置が、例えば、
特表平１１－５０６９４３号、米国特許第６，１１９，９１３号、及び特開２０００－３
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７３４７号等の各公報に開示されている。
【０００６】
特表平１１－５０６９４３号公報には、管腔臓器をステープルすると共に患部を切除する
機構を先端に有した外科手術装置が提案されている。この外科手術装置は、内視鏡が挿通
する管路を有し、挿通した内視鏡の視野下で管腔臓器の縫合切除を行っている。また、米
国特許第６，１１９，９１３号公報には、内視鏡に着脱自在に配設され、生体組織を縫合
切除する内視鏡ステープラーが提案されている。また、特開２０００－３７３４７号公報
には、略硬性な挿入補助手段と内視鏡および硬性な処置具とを組み合わせて大腸、特に大
腸下行脚において、内視鏡とステープラーとを組合せた処置システムが提案され、大腸組
織を内視鏡に挿通した把持鉗子で把持・挙上しながら縫合切除するようになっている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特表平１１－５０６９４３号公報や米国特許第６，１１９，９１３号
公報に提案されている内視鏡の視野下で病変部位を縫合切除する装置は、縫合切除装置の
内部の空間に切除する組織を引込んで切除縫合するために切除可能な組織の大きさが縫合
切除装置の形状により制限される課題がある。
【０００８】
また、内視鏡が、縫合切除装置より手前側に配設されているため、切除縫合装置に引込ん
だ組織が装置内で一杯になった場合、内視鏡からの視野が引込んだ組織によって塞がれて
しまい、縫合する位置や切除する部位また患部を確認することが困難となり、盲目下に縫
合切除の手技を行う恐れが生じる課題もある。
【０００９】
さらに、上記特表平１１－５０６９４３号、米国特許第６，１１９，９１３号、及び特開
２０００－３７３４７号等の公報に提案されている縫合切除装置は、比較的形状が大型で
、内視鏡と共に体腔内へ挿入する際の挿入操作性の確保が考慮されていない。この為、大
腸のような比較的長尺で屈曲した管腔臓器深部への挿入は困難であり、実質的には大腸下
行脚、または横行結腸の途中までの挿人性しか得られていなかった。
【００１０】
本発明は、このような課題に鑑みて、大腸深部への挿人性を確保しつつ、確実に目的とす
る患部を縫合切除する内視鏡処置システムを提供することを目的としている。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の内視鏡処置システムは、第１の挿入具と、上記第１の挿入具を内挿し、
軸方向の先端部にスリット状の開口部を形成した第２の挿入具と、上記第１の挿入具もし
くは第２の挿入具のいずれか一方に設けた生体組織を観察する観察手段とを備えた内視鏡
による処置システムであって、
　上記第１の挿入具の先端部に設けられた、処置目的である生体組織を把持するための把
持手段と、上記第１の挿入具における上記把持手段の基端側に設けられた湾曲部であって
、上記第２の挿入具に当該第１の挿入具が挿入された際、当該湾曲動作により、上記把持
手段が上記第２の挿入具の先端部における上記スリット状の開口部から当該第２の挿入具
の外側に突出するように当該把持手段を移動せしめ、当該把持手段により把持された生体
組織を回動作用により持ち上げるための湾曲部と、上記第２の挿入具の先端部において上
記開口部と対向する側に形成され、上記第１の挿入具における上記把持手段により一部分
が把持される生体組織の他の部分を保持することにより位置を規制する生体組織位置規制
手段と、上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分が上記生体組織位置
規制手段により保持され、上記湾曲部の湾曲動作に応じて移動した上記把持手段により把
持された生体組織の一部分が持ち上げられた際、当該持ち上げられた生体組織の所定部位
を結紮する結紮手段と、上記結紮手段により結紮した部位と上記把持手段により把持され
た部位との間で生体組織を切除する切除手段と、を具備したことを特徴とする。
【００１２】
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　本発明の第２の内規鏡処置システムは、第１の挿入具と、上記第１の挿入具を内挿し、
軸方向の先端部にスリット状の開口部を形成した第２の挿入具と、上記第２の挿入具を内
挿する第３の挿入具と、上記第１乃至第３の挿入具のいずれか一方に設けた生体組織を観
察する観察手段とを備えた内視鏡による処置システムであって、
　上記第１の挿入具の先端部に設けられた、処置目的である生体組織を把持するための把
持手段と、上記第１の挿入具における上記把持手段の基端側に設けられた湾曲部であって
、上記第２の挿入具に当該第１の挿入具が挿入された際、当該湾曲動作により、上記把持
手段が上記第２の挿入具の先端部における上記スリット状の開口部から当該第２の挿入具
の外側に突出するように当該把持手段を移動せしめ、当該把持手段により把持された生体
組織を回動作用により持ち上げるための湾曲部と、上記第２の挿入具の先端部において上
記開口部と対向する側に形成され、上記第１の挿入具における上記把持手段により一部分
が把持される生体組織の他の部分を保持することにより位置を規制する生体組織位置規制
手段と、上記把持手段により一部分が把持される生体組織の他の部分が上記生体組織位置
規制手段により保持され、上記湾曲部の湾曲動作に応じて移動した上記把持手段により把
持された生体組織の一部分が持ち上げられた際、当該持ち上げられた生体組織の所定部位
を結紮する結紮手段と、上記結紮手段により結紮した部位と上記把持手段により把持され
た部位との間で生体組織を切除する切除手段と、上記第３の挿入具に設けられ、上記第１
の挿入具と第２の挿入具を挿通する挿通管路と、を具備したことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。最初に図１乃至図８
を用いて本発明である内視鏡処置システムの第１の実施形態を説明する。
【００１６】
図１は本発明の第１の実施形態に係る内視鏡処置システムの全体構成を説明する説明図で
、図２は本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の先端部を示す斜視図で、図３は本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムに
用いる処置用挿入補助具の先端部の軸方向の断面図で、図４は本発明の第１の実施形態に
係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の図３に示した切断面から切断した断面図
で、図５は本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の先
端部の切除具と結紮具を説明する斜視図、図６は本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡
処置システムによる目的部位の挙上操作を説明する説明図、図７は本発明の第１の実施形
態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の結紮操作を説明する説明図、図８は本発
明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の切除操作を説明する説
明図である。
【００１７】
本発明の第１の実施形態の内視鏡処置システム１は、図１に示すように、内視鏡２と、処
置用挿入補助具３からなっている。内視鏡２は、挿入部２ａと、この挿入部２ａの基端に
設けられた操作部２ｂと、挿入部２ａの先端に設けられた先端部２ｃとからなっている。
挿入部２ａは、屈曲可能な可撓性を有し、内部には、複数の操作ワイヤ、制御信号用ケー
ブル、ライトガイドケーブル、送水吸水または送気吸気用チューブ、及び各種プローブ用
チャンネル等が設けられている。操作部２ｂは、上記挿入部２ａに設けられた操作ワイヤ
を操作する操作ノブ、及び制御信号用ケーブル、ライトガイドケーブル、送水吸水また送
気吸気チューブ等を制御信号源、照明光源、ポンプ等に接続するための機能と、及び鉗子
チャンネル挿通口等が設けられている。先端部２ｃは、上記操作ワイヤの操作により上下
左右に湾曲する湾曲部と、先端から照明光投射し、その投射された照明光で照明された被
写体を撮像する電子撮像素子と、及び送水吸水また送気吸気用チューブや鉗子用開口等が
設けられている。
【００１８】
この内視鏡２の操作部２ｂに設けられた鉗子チャンネル挿通口から把持鉗子４が挿通され
、その把持鉗子４の先端に設けられた先端把持部４ａは、上記挿入部２ａの先端部２ｃか
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ら体腔内へと突出されるようになっている。
【００１９】
なお、内視鏡２の先端部２ｃには、鉗子チャンネルに挿通した先端把持部４ａの突出方向
を偏向させるための図示していない鉗子起上台が設けられ、この鉗子起上台は、操作部２
ｂに設けられた図示しない鉗子起上ノブにより操作される。また、内視鏡２の視野方向は
、内視鏡２の長軸方向から直角もしくは略後方に向いている側視内視鏡である。
【００２０】
処置用挿入補助具３は、シース部７、把持部８、及び結紮切除用操作部９からなり、把持
部８からシース部７には、上記内視鏡２の挿入部２ａが挿通される挿通管路を有している
。
【００２１】
この処置具用挿入補助具３のシース部７の先端には、上記内視鏡２の挿入部２ａの先端部
２ｃが突出されるスリット６と、結紮切除部５が設けられている。また、処置用挿入補助
具３の把持部８には、上記結紮切除部５に設けられる後述する切除具１７と結紮具１８を
駆動する切除具押出しワイヤ２０と結紮具押出しワイヤ２１を挿通する接続チューブ２４
ａ，２４ｂと、上記切除具押出しワイヤ２０と結紮具押出しワイヤ２１の手元側に設けら
れたシリンダ２５ａ，２５ｂおよびピストン２６ａ，２６ｂからなる結紮切除用操作部９
が設けられている。なお、シリンダ２５ａ，２５ｂとピストン２６ａ，２６ｂは水・気密
性を有している。
【００２２】
また、この処置用挿入補助具３のシース部７は、内視鏡２の挿入部２ａの屈曲に自在に追
従する可撓性を有し、例えばポリウレタン、塩化ビニル、ポリウレタン系エラストマー、
ポリスチレン系エラストマー、ポリオレフイン系エラストマー、ポリエステル系エラスト
マー、ポリアミド系エラストマー、フッ素樹脂(多孔性)、その他各種熱可塑性エラストマ
ー等の比較的柔軟な樹脂材料で形成され、略大腸と同じ長さ、好ましくは６００ｍｍ以上
で１７００ｍｍ程度の長さを有している。また、処置用挿入補助具３は、内視鏡２を挿通
した時に気密を保つ図示しない弁を把持部８に有している。
【００２３】
上記処置用挿入補助具３のシース部７の先端側の結紮切除部５とスリット６の構成につい
て図２乃至図４を用いて説明する。
【００２４】
シース部７の先端には、シース部７の軸方向の図中略上半部にスリット６が設けられてい
る。このスリット６は、上記処置用挿入補助具３の把持部８から挿入された前述の内視鏡
２の挿入部２ａの先端部２ｃが突出するように設けられている。
【００２５】
また、このシース部７の先端には、上記スリット６に相対する側面、つまりシース部７の
軸方向の図中略下半分に開口する側孔１０と、この側孔１０の先端側に設けた針受部１１
と、この側孔１０の手元側に設けられた結紮切除具収納部１２が設けられている。
【００２６】
この結紮切除具収納部１２は、上記側孔１０に面した側面に、複数の開口からなる結紮具
収納孔１３と、この結紮具収納孔１３の複数の開口の幅と略同幅もしくは幅広な開口を有
する切除具収納孔１４が設けられている（図４（ａ）参照）。この切除具収納孔１４は、
上記結紮具収納孔１３よりもスリット６側に設けられている。尚、切除具収納孔１４と結
紮具収納孔１３との間は、１～５ｍｍ程度の寸法で離れていることが望ましい。
【００２７】
上記切除具収納孔１４には、切除具１７が摺動自在に収納されている。上記切除具１７に
は、切除具押出しワイヤ２０の先端が接続されている。
【００２８】
上記結紮具収納孔１３の複数の開口には、それぞれ結紮具１８が収納され、且つ、この複
数の開口に収納された結紮具１８それぞれを押し出すように先端側が複数に分割された略
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板状の結紮具押出し部材１９が内蔵され、その結紮具押出し部材１９の手元側に、結紮具
押出しワイヤ２１の先端が接続されている（図４（ｂ）と図５参照）。
【００２９】
上記切除具押し出しワイヤ２０と結紮具押出しワイヤ２１は、上記シース部７の軸方向の
内壁に設けられた切除具押出しワイヤ用ルーメン２２と結紮具押出しワイヤ用ルーメン２
３に内挿配置（図４（ｃ）参照）されて、上記把持部８から接続チューブ２４ａ，２４ｂ
を介して、結紮切除用操作部９のシリンダ２５ａ，２５ｂの内部でピストン２６ａ，２６
ｂにそれぞれ接続されている。なお、上記シリンダ２５ａ，２５ｂとピストン２６ａ，２
６ｂは水・気密性を有している。
【００３０】
上記針受部１１の側孔１０に面した側面には、上記切除具収納孔１４および結紮具収納孔
１３にそれぞれ相対する位置に切除具受溝１５および針受溝１６が設けられている。
【００３１】
また、上記結紮具１８は、図５に示すように、略Ｕ字形状に形成されたステープルで、こ
の結紮具１８は、上記ピストン２６ｂを押し込むと、このピストン２６ｂに接続された結
紮具押出ワイヤ２１によって、結紮具押出部材１９によって、上記結紮具収納孔１３から
押し出されて、上記側孔１０に位置する目的部位を穿刺し先端が上記針受部１１によって
折り曲げられるようになっている。
【００３２】
さらに、上記切除具１７は、先端に目的部位の切除刃を有し、上記ピストン２６ａを押し
込むと、このピストン２６ａに接続された切除具押出ワイヤ２０によって、切除具１７が
上記切除具収納孔１４から押し出されて、上記側孔１０に位置する目的部位を切除するよ
うになっている。
【００３３】
つまり、ピストン２６ａ，２６ｂを最も引き出した状態では、切除具１７、結紮具押出し
部材１９および結紮具１８は、切除具収納孔１４及び結紮具収納孔１３内に収納されるが
、ピストン２６ａを押込むと切除具１７の先端で側孔１０に収納された目的部位を切除し
て切除具受溝１５に突き当たり、またピストン２６ｂを押込むと結紮具押出し部材１９に
よって結紮具１８の先端は、側孔５に収納されている目的部位である生体組織を穿刺して
針受け溝１６に突き当たる。なお、針受溝１６と突出状態の結紮具押出部材１９との間は
、結紮される生体組織の厚みより若干狭い隙間を残した形状寸法で形成され、結紮具押出
し部材１９の先端と針受溝１６との間に形成される隙間は、大腸の厚さの略倍程度、望ま
しくは１～５ｍｍ程度である。
【００３４】
また、上記側孔１０と相対する位置にあるスリット６は、内視鏡２の挿入部２ａの先端部
２ｃが摺動自在に挿通可能な幅を有し、その基端側は側孔１０より手元側であり、側孔１
０の中心部から内視鏡２の湾曲部分の長さに略等しい位置に設けられる。望ましくは、内
視鏡２の鉗子挿通管路から把持鉗子４ａを突出させ、鉗子起上台で把持鉗子４ａの突出方
向を最大限に偏向させると共に内視鏡２の湾曲部を略直線化し、突出した把持鉗子４ａの
先端が側孔１０の略中心部に来るように内視鏡２を位置させた時に内視鏡２の湾曲部手元
側位置にスリット６の基端側があるのが良い。またスリットの幅は、内視鏡２の挿入部２
ａの外径または処置用挿入補助具３の略内径程度迄であり、本実施例では処置用挿入補助
具３の内径と略同じ幅、図２～４においては紙面に対して垂直な面で約半分に分割した程
度である。
【００３５】
結紮具１８は、細いワイヤ状の金属部材からなる略Ｕ字型に形成されたもので、結紮具押
込み部材１９を押込んだ際、結紮具１８の足部分は針受溝１６に当接すると共に内側に折
れ曲り、略口字の形状となるようになっている。
【００３６】
このような内視鏡処置システムを用いて大腸等の目的部位の処置動作について図６乃至図
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８を用いて説明する。
【００３７】
最初に、図示しない大腸内視鏡に処置用挿入補助具３を外挿した後、大腸内視鏡をまず大
腸の目的部位まで挿入する。続いて大腸内視鏡の挿入部に沿わせて処置用挿入補助具３を
目的部位まで挿入する。この大腸内視鏡に沿わせて処置用挿入補助具３が目的部位まで挿
入されると、上記大腸内視鏡を処置用挿入補助具３から抜去させる。この大腸内視鏡が抜
去された処置用挿入補助具３に内視鏡２を挿入する。このように大腸の目的患部まで挿入
した処置用挿入補助具３に内視鏡２を挿入した状態で、内視鏡２の視野下で処置用挿入補
助具３の側孔１０を目的部位へ位置合わせする。この処置用挿入補助具３の側孔１０に目
的部位の位置合わせがなされると、側孔１０を通して把持鉗子４ａを操作して大腸２７を
把持挙上する（図６参照）。
【００３８】
この側孔１０に位置する目的部位の大腸を把持鉗子４ａで把持挙上した状態で、ピストン
２６ａを押込むと、このピストン２６ａの押し込みに応じて、結紮具押出しワイヤ２１の
先端に接続されている結紮具押出部材１９も押し出されると共に、この結紮具押出部材１
９によって結紮具１８が大腸２７の目的部位の近傍に押し出される。これにより、結紮具
１８のＵ字状の足の部分は、大腸２７の全層に穿通すると共に、針受講１６に突き当たり
内側に折り曲げられて、全体形状が口字型となり、大腸２７を全層に渡って結紮する（図
７参照）。
【００３９】
上記結紮具１８で、側孔１０から内視鏡２で把持挙上した大腸２７を結紮した後、ピスト
ン２６ｂを押し込み、このピストン２６ｂの押し込みに応じて、切除具押出ワイヤ２０の
先端に接続されている切除具１７を押し出される。この切除具１７の押出によって上記結
紮具１８で結紮された位置近傍の大腸２７を全層に渡って切除する（図８参照）。
【００４０】
すなわち、内視鏡２の視野下において、処置用挿入補助具３の先端の側孔１０から大腸２
７の目的部位を中心として把持鉗子４ａで把持挙上させた状態で、その把持挙上された大
腸を全層に渡って結紮具１８で結紮し、この結紮された状態の大腸２７を切除具１７で切
断切除する。
【００４１】
このように、内視鏡下で目的患部を確認しながら把持挙上し、その把持挙上させた目的部
位の周囲を全層に渡って結紮具１８で結紮した後に、切除具１７でその結紮された近傍か
ら目的部位を切除するために、穿孔等を引き起こすことがなくなり、確実に目的部位およ
びその周囲にマージンを保ちながら切除することができる。さらに、処置用挿入補助具３
の先端にスリット６を設けたことで、内視鏡２の先端部２ｃの起上範囲が拡大でき処置用
挿入補助具３の外径を太径とすることなく広い視野下に結紮切除が行えると共に、切除す
る生体組織の範囲も把持鉗子による把持挙上の大きさを調整することで略任意に調整可能
である。
【００４２】
なお、この第１の実施形態の内視鏡２は、側視内視鏡を用いた例を説明したが、側視内視
鏡に代えて斜視内視鏡を用いても良く、側視内視鏡や斜視内視鏡のモニタ画像上側を内視
鏡先端部側にすることで、術者が常に患部を見下ろしながら処置を行うシステムとしても
良い。
【００４３】
また、内視鏡２の先端２ｃは、図５３に示すように、２つ以上の湾曲部２７０ａ，２７０
ｂを互いに独立湾曲操作が行える内視鏡２７０を用いることで大腸組織を挙上動作の範囲
の拡大が可能となる。
【００４４】
次に、本発明の第２の実施形態である内視鏡処置システム３１について、図９乃至図２１
を用いて説明する。
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【００４５】
図９は本発明の第２の実施形態に係る内視鏡処置システムの全体構成を説明する説明図で
、図１０は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の先端部の内部構成を示す平面図で、図１１は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡
処置システムに用いる処置用挿入補助具の先端部に設ける穿刺針の構成を示す平面図、図
１２は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具に用いる
結紮ユニットを説明する説明図で、図１３は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置
システムの処置用挿入補助具の内視鏡挿通管路の構成を示す断面図、図１４は本発明の第
２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の大腸への挿入操作を説明
する説明図、図１５は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入
補助具への挿入操作を説明する説明図、図１６は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡
処置システムによる目的部位の挿入操作を説明する説明図で、図１７は本発明の第２の実
施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の把持挙上操作を説明する説明図で、
図１８は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の結紮切除
操作を説明する説明図で、図１９は本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システム
による結紮切除後の操作を説明する説明図で、図２０は本発明の第２の実施形態に係るに
内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の先端に設けられる切除用金属ループの構成を示
す斜視図で、図２１は、本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿
入補助具の先端の内視鏡挿通管路の構成を示す断面図である。
【００４６】
この第２の実施形態の内視鏡処置システム３１は、図９に示すように、内視鏡２と、この
内視鏡２を挿通する処置用挿入補助具３２と、及び内視鏡２を挿通させた処置用挿入補助
具３２を挿通し、内視鏡２と処置用挿入補助具３２を生体管路の目的部位に到達させるシ
ステム挿入補助具３３とからなっている。
【００４７】
内視鏡２は、挿入部２ａと、この挿入部２ａの基端に設けられた操作部２ｂと、挿入部２
ａの先端に設けられた先端部２ｃとからなっている。挿入部２ａは、屈曲可能な可撓性を
有し、内部には、複数の操作ワイヤ、制御信号用ケーブル、ライトガイドケーブル、送水
吸水または送気吸気用チューブ、及び各種プローブ用チャンネル等が設けられている。操
作部２ｂは、上記挿入部２ａに設けられた操作ワイヤを操作する操作ノブ、及び制御信号
用ケーブル、ライトガイドケーブル、送水吸水また送気吸気チューブ等を制御信号源、照
明光源、ポンプ等に接続するための機能と、及び鉗子チャンネル挿通口等が設けられてい
る。先端部２ｃは、上記操作ワイヤの操作により上下左右に湾曲する湾曲部と、先端から
照明光投射し、その投射された照明光で照明された被写体を撮像する電子撮像素子と、及
び送水吸水また送気吸気用チューブや鉗子用開口等が設けられている。
【００４８】
この内視鏡２の操作部２ｂに設けられた鉗子チャンネル挿通口から把持鉗子４が挿通され
、その把持鉗子４の先端に設けられた先端把持部４ａは、上記挿入部２ａの先端部２ｃか
ら体腔内へと突出されるようになっている。
【００４９】
なお、内視鏡２の先端部２ｃには、鉗子チャンネルを挿通した先端把持部４ａの突出方向
を偏向させるための図示していない鉗子起上台が設けられ、この鉗子起上台は、操作部２
ｂに設けられた図示しない鉗子起上ノブにより操作される。また、内視鏡２の視野方向は
、内視鏡２の長軸方向から直角もしくは略後方に向いている側視内視鏡である。
【００５０】
処置用挿入補助具３２は、シース部４２、把持部４３、及びシース部４２の先端に設けら
れた上記内視鏡２の先端部２ｃと、この先端部２ｃから突出する先端把持部４ａが位置す
るスリット４４と、このスリット４４に相対する位置に設けられた側孔４５とからなって
いる。さらに、処置用挿入補助具３２には、図示していないが、前記内視鏡２が把持部４
３からシース部４２に掛けて挿通させるための挿通管路と、後述する針スライダーユニッ



(9) JP 4142369 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

ト３５と切除具ユニット３６によって操作される穿刺針４９と切除具用金属ループワイヤ
５５とを挿通する挿通管路を有している。
【００５１】
システム挿入補助具３３は、シース部４０と把持部４１とからなり、把持部４１からシー
ス部４０に対して、前記処置用挿入補助具３２が挿通されるシステム挿通管路４６が設け
られている。
【００５２】
上記処置用挿入補助具３２のシース部４２と、上記システム挿入補助具３３のシース部４
０は、上記内視鏡２の挿入部２ａの屈曲に自在に追従する可撓性を有し、例えばポリウレ
タン、塩化ビニル、ポリウレタン系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリオ
レフイン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、フ
ッ素樹脂(多孔性)、その他各種熱可塑性エラストマー等の比較的柔軟な樹脂材料で形成さ
れ、略大腸と同じ長さ、好ましくは６００ｍｍ以上で１７００ｍｍ程度の長さを有してい
る。
【００５３】
また、システム挿入補助具３３の把持部４１には、内視鏡２を挿通した処置用挿入補助具
３２を挿通した際に気密を保つために図示しない弁を有している。
【００５４】
上記処置用挿入補助具３２の把持部４３には、後述する穿刺針４９ａ，４９ｂを操作する
針スライダーユニット３５と切除具ユニット３６が接続されている。
【００５５】
この針スライダーユニット３５は、上記処置用挿入補助具３２に設けられた２つの穿刺針
４９ａ，４９ｂが挿通される針導入チューブ３９ａ，３９ｂと、この針導入チューブ３９
ａ，３９ｂの基端が接続固定された針スライダー３５ａ，３５ｂと、この針スライダー３
５ａ，３５ｂに挿入されると共に上記穿刺針３９ａ，３９ｂの針シース６１ａ，６１ｂと
、この針シース６１ａ，６１ｂの基端に設けられた穿刺針押出ストッパー４７ａ，４７ｂ
と、この穿刺針押出ストッパー４７ａ，４７ｂから針シース６１ａ，６１ｂ、針スライダ
ー３５ａ，３５ｂ、針導入チューブ３９ａ，３９ｂ、及び穿刺針４９ａ，４９ｂとを介し
て、結紮用の針を押出操作するプッシャーワイヤのストッパー４８ａ，４８ｂからなって
いる。
【００５６】
つまり、穿刺針押出部材６１ａ，６１ｂを押し出すことにより穿刺針４９ａ，４９ｂが押
し出されると共に、結紮針操作ワイヤ４８ａ，４８ｂを押出操作すると穿刺針４９ａ，４
９ｂに設けた結紮用の針が押し出されるようになっている。
【００５７】
上記切除具ユニット３６は、上記処置用挿入補助具４２の先端に設けられた切除用金属ル
ープワイヤー５５が挿通される切除具導入チューブ３７と、この切除具導入チューブ３７
の基端が接続されたストッパー３７ａと、上記切除用金属ループワイヤー５５の基端が接
続されたハンドル３８からなっている。
【００５８】
つまり、ハンドル３８を引き出し操作を行うと切除用金属ループワイヤ５５を引き込み目
的部位を狭持するようになっている。
【００５９】
上記処置用挿入補助具３２のシース部４２の先端には、図中シース部４２の軸方向の略上
半部にスリット４４が設けられている。このスリット４４は、上記処置用挿入補助具３２
の把持部４３から挿入された前述の内視鏡２の挿入部２ａの先端部２ｃが突出するように
設けられており、且つ、このスリット４４には、図示していない、鉗子起上台が設けられ
ている。
【００６０】
また、このシース部４２の先端には、上記スリット４４に相対する側面、つまりシース部
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４４の軸方向の略下半分に開口する側孔４５が設けられている。
【００６１】
この穿刺針４９ａ，４９ｂと切除用金属ループワイヤー５５を有する上記処置用挿入補助
具３２のシース部４２の先端部分の構成について図１０乃至図１３を用いて説明する。
【００６２】
上記処置用挿入補助具３２のシース部４２内部には、内視鏡挿通管路５６と、穿刺針挿通
管路５１ａ，５１ｂと、及び切除具挿通管路５３とがシース部４２と一体に成形されてい
る。この内視鏡挿通管路５６、穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂ、及び切除具挿通管路５３
は、図１３に示すようにお互いに隔壁６７で隔てられている。また、穿刺針挿通管路５１
ａ，５１ｂは、略平行に形成されており、切除具挿通管路５３の中心軸は、穿刺針挿通管
路５１ａ，５１ｂの略中間に位置する用に形成されている。
【００６３】
なお、上記内視鏡挿通管路５６、穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂ、及び切除具挿通管路５
３を有するシース部４２の生成は、内視鏡挿通管路５６、穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂ
、及び切除具挿通管路５３を有する長尺なシース部材を生成し、その長尺なシース部材を
所定の長さに切断してシース部４２とし、その所定の長さに切断生成されたシース部４２
の先端から所定の長さの長軸方向に内視鏡挿通管路５６を切除してスリット４４を形成し
、シース部４２の先端から穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂ、及び切除具挿通管路５３の隔
壁６７の一部を所定の長さ長軸方向に切除し、さらに上記隔壁６７を切除した部分で、且
つ、上記スリット４４に相対する位置に側孔４５を穿設することで生成できる。
【００６４】
この時、切除具挿通管路５３の端部は、シース部４２の先端側とし、穿刺針挿通管路５１
ａ，５１ｂは同位置で、上記切除具挿通管路５３の位置によりも手元側となるように形成
する。
【００６５】
切除具挿通管路５３の先端からシース部４２の先端までの間には、側孔４５が設けられ、
側孔４５の中心軸は２つの穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂの間の略中心に位置すると共に
、その側孔４５の幅は少なくとも２つの穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂの間隔よりも広く
、側孔４５の側縁は２つの穿刺針神通管路5５１ａ，５１ｂの外側に位置するように形成
されている。
【００６６】
上記穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂは、略平行であって、穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂ
の内径は、穿刺針４９ａ，４９ｂが摺動自在に挿着されると共に、その穿刺針挿通管路５
１ａ，５１ｂに挿着された穿刺針４９ａ，４９ｂの針先間隔が２～２０ｍｍの範囲で一定
となるように形成されている。
【００６７】
上記穿刺針４９ａ，４９ｂの長軸方向には、スリット５０ａ，５０ｂが設けられており、
上記穿刺針挿通管路５１ａ，５１ｂには、上記穿刺針４９ａ，４９ｂのスリット５０ａ，
５０ｂの基端側と略一致する位置に基端を有するスリット５２ａ，５２ｂが形成されてい
る。
【００６８】
上記穿刺針４９ａ，４９ｂの詳細構成を図１１を用いて説明する。なお、穿刺針４９ａ，
４９ｂは共に同じ構成であるために、穿刺針４９ａを例に説明する。穿刺針４９ａは、中
空の円筒部材で形成された針シース６１ａと、この針シース６１ａの先端部分を先鋭に形
成された針部６２ａと、この針部６２ａから針シース６１ａの長軸方向に所定の長さに穿
設されたスリット５０ａが設けられている。　この穿刺針４９ａの針シース６１ａには、
略棒状の突出部材５９ａが摺動自在に挿着され、この突出部材５９ａの基端には、ステン
レス部材等の金属線材で形成されたプッシャーワイヤー６０ａが接続された結紮ユニット
プッシャ６３ａを形成して、このプッシャーワイヤー６０ａの基端は、上記針スライダユ
ニット３５のプッシャワイヤストッパー４８ａ，４８ｂに接続されている。
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【００６９】
また、針スライダユニット３５のプッシャワイヤストッパー４８ａ，４８ｂを引き出し操
作して、前記プッシャーワイヤ６０ａ、６０ｂと突出部材５９ａ，５９ｂを穿刺針４９ａ
，４９ｂの手元側に引き出した際に、穿刺針４９ａ，４９ｂのスリット５０ａ，５０ｂに
は、結紮ユニット６４を図１０に示すように装着する。
【００７０】
結紮ユニット６４は、図１２に示すように、全体形状がＨ形状で、略円筒状の２つのＴバ
ー６５ａ，６５ｂと、このＴバー６５ａ，６５ｂの略中央部に接続するＴバーシース６６
とからなっている。このＴバーシース６６は、Ｔバー６５ａ，６５ｂよりも細径であり、
結紮する大腸の略４層分の長さを有している。Ｔバー６５ａと６５ｂの長さは略全層分で
、長さは５～１５ｍｍ程度であって、望ましくは１０ｍｍ程度である。
【００７１】
この結紮ユニット６４は、例えばポリウレタン、塩化ビニル、ポリウレタン系エラストマ
ー、ポリスチレン系エラストマー、ポリオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エラ
ストマー、ポリアミド系エラストマー、フッ素樹脂（多孔性）、その他各種熱可塑性エラ
ストマー等の比較的柔軟な樹脂材料で形成される。
【００７２】
つまり、穿刺針４９ａは、結紮ユニット６４のＴバー６５ａと結紮ユニットプッシャー６
３ａを摺動自在に内挿する針部材６２ａから手元側に連通する結紮ユニット挿通管路６８
ａを有する。針部材６２ａの先端側からＴバー６５ａを装填した際に、Ｔバーシース６６
がスリット５０ａに摺動自在に挿通可能される。つまり、スリット５０ａは、Ｔバー６５
ａおよび突出部材５９ａが挿通不可能な幅を持ち、スリット５０ａの長さはＴバー６５ａ
とＴバーシース６６の接続部がスリット５０ａの基端側に位置した際に、Ｔバー６５ａの
一端が穿刺針４９ａの先端から露出しない長さとなっており、穿刺針４９ａを完全に突出
した際には側孔４５の先端側より先に穿刺針４９ａの先端は位置するが、スリット５０ａ
の基端側は穿刺した大腸組織の厚さと略同じ位置にする。
【００７３】
穿刺針４９ａの針部材の材質は、ステンレス、ニチノール等の金属パイプで形成し、先端
は体腔内組織を穿刺可能なように針先を有しており、内径は０．５～１．５ｍｍ程度、外
径は０．７～２．０ｍｍ程度である。
【００７４】
針シース６１ａは、例えばフッ素樹脂、ポリエチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリウ
レタン、各種熱可塑性エラストマーなどの樹脂性チューブや金属コイルで形成。座屈し難
くするため金属コイルの外側に樹脂性チューブを被せたり、金属メッシュ入りの樹脂性チ
ューブでもよい。
【００７５】
なお、図１０は、穿刺針４９ａ，４９ｂと結紮ユニット６４を処置用挿入補助具３２にセ
ットした状態を示しており、結紮ユニット６４のＴバー６５ａ，６５ｂはそれぞれ穿刺針
４９ａ，４９ｂのスリット５０ａ，５０ｂに内挿されると共に、穿刺針４９ａ，４９ｂが
それぞれ穿刺針管路５１ａ，５１ｂに内挿されている。この時、Ｔバーシース６６は、ス
リット５０ａ，５０ｂおよび５２ａ，５２ｂを挿通する。
【００７６】
また、図１０では、穿刺針４９ａ，４９ｂの先端が穿刺針管路５１ａ，５１ｂより突出し
た状態を示しているが、実際はスリット５２ａ，５２ｂの基端部側がもっと手前に形成さ
れ、穿刺針４９ａ，４９ｂの先端が穿刺針管路５１ａ，５１ｂ内に内挿されていることが
望ましい。
【００７７】
針シース６１ａ，６１ｂの基端側は、把持部４３に接続された針導入チューブ３９ａ，３
９ｂおよび針スライダー３５ａ，３５ｂに内挿されて穿刺針押出ストッパー４７ａ，４７
ｂに接続されている。針スライダー３５ａ，３５ｂには、針シース６１ａ，６１ｂを挿通
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した時に管路内を気密にする図示しない弁を有する。また、針シース６１ａ，６１ｂと穿
刺針押出ストッパー４７ａ，４７ｂは、プッシャーワイヤー６０ａ，６０ｂを挿通すると
共にシース内腔を気密にする弁を有し、且つ、プッシャーワイヤー６０ａ，６０ｂは結紮
針操作ワイヤ４８ａ，４８ｂに接続されている。
【００７８】
針スライダー３５ａ，３５ｂから針シース６１ａ，６１ｂを完全に引き出した際に、穿刺
針４９ａ，４９ｂの先端は、穿刺針管路５１ａ，５１ｂの先端より基端側に位置し、針シ
ース６１ａ，６１ｂを針スライダー３５ａ，３５ｂに完全に押込んだ時、穿刺針４９ａ，
４９ｂ先端は、側孔４５の先端側を越えた位置に達する。その時、側孔４５の先端側から
の突出長が１０ｍｍ以上あると側孔４５内に引込んだ大腸を穿通し易く、望ましくは２０
ｍｍ程度が良い。
【００７９】
図１０において、シース５４は、切除具管路５３より略突出した状態であり、金属ループ
ワイヤー５５はシース５４より突出すると共に、側孔４５の周囲を囲っている。シース５
４は、切除具挿通管路５３と切除具導入チューブ３７を介してストッパー３７ａに接続さ
れている。金属ループワイヤ５５の基端は、ストッパー３７ａを介してハンドル３８に接
続されている。なお、ストッパー３７ａとループワイヤ５５は気密に保持されている。ま
た、ハンドル３８には、図示していない高周波電源装置が接続されている。
【００８０】
このような構成の第２の実施形態の内視鏡処置システムを用いて大腸の全層切除処置の操
作について図１４乃至図１９を用いて説明する。
【００８１】
大腸内視鏡７１に上記システム挿入補助具３３を外挿させて、大腸の目的部位である、例
えば、盲腸近傍まで挿入する（図１４参照）。この盲腸近傍まだ挿入したシステム挿入補
助具３３を外挿した大腸内視鏡７１は、システム挿入補助具３３から抜去する。この大腸
内視鏡７１が抜去されたシステム挿入補助具３３に処置用挿入補助具３２を外挿した内視
鏡２を挿入する（図１５参照）。
【００８２】
このようにして、大腸の目的部位である盲腸近傍まで挿入したシステム挿入補助具３３に
処置用挿入補助具３２を外挿した内視鏡２を挿入して、内視鏡２の先端２ｃで目的部位を
処置用挿入補助具３２のシース部４２の先端に設けられた側孔４５を介して観察し、且つ
、目的部位の中心が側孔４５の中心と一致するように処置用挿入補助具３２のシース部４
２の挿入位置調整を行う（図１６参照）。処置用挿入補助具３２のシース部４２の側孔４
５から大腸７２の目的部位が観察可能となると、内視鏡２に挿通した把持鉗子４の先端把
持部４ａを側孔４５へと突出させて大腸の目的部位を把持させると共に、挿入部２ａの先
端部２ｃを起上操作させて、大腸７２の目的部位を側孔４５を介して挙上させる。この先
端把持部４ａで把持されて、先端部２ｃの起上操作で側孔４５から挙上された大腸７２は
、上記側孔４５の周囲に配置されているループワイヤー５５のループを絞り大腸７２を絞
扼する。このループワイヤー５５で大腸７２を絞扼した状態で針スライダー３５ａ，３５
ｂに針シース６１ａ，６１ｂを押込み、穿刺針４９ａ，４９ｂを大腸７２の全層に穿通さ
せる（図１７参照）。
【００８３】
次に、プッシャワイヤストッパー４８ａ，４８ｂによりプッシャーワイヤー６０ａ，６０
ｂを押込むと、結紮ユニットプッシャー６３ａ，６３ｂにより結紮具ユニット６４が穿刺
針４９ａ，４９ｂから押出されて大腸７２の全層をＴバー６５ａ，６５ｂとＴバーシース
６６に挟まれる形で結紮される（図１８参照）。
【００８４】
このようにして、結紮具ユニット６４で大腸７２を結紮後に、上記穿刺針４９ａ，４９ｂ
を大腸７２から引き抜き、ループワイヤー５５をさらに引絞りながら高周波電流を金属ル
ープワイヤー５５に通電することで大腸７２を切除し、その大腸７２の切除後に金属ルー
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プワイヤ５５と穿刺針４９ａ，４９ｂを抜き去ると大腸７２は、切除部分で結紮具ユニッ
ト６４て結紮された状態となる（図１９参照）。
【００８５】
この第２の実施形態である内視鏡処置システム３１を用いると大腸深部への確実な処置用
挿入補助具と内視鏡を挿入することができる。また、前述の第１の実施形態の内視鏡処置
システム１で用いたステープラー形式の結紮貝１８は、治療後に回収出来ないが、この第
２の実施形態に用いた形式の結紮具６４は、Ｔバー６５ａ，６５ｂを繋ぐシース部６５を
切ることで結紮具６４の取り外し回収が可能となる。
【００８６】
なお、処置用挿入補助具３２のシース部４２の先端に設けられた側孔４５の周囲に配置す
る金属ループワイヤー５５は、側孔４５の周囲を囲む形に着脱自在に固定することで、確
実に挙上した大腸の根本側を絞り込むことができる。この金属ループワイヤー５５のルー
プ部が固定されていないと、挙上された大腸によってループ部が押し上げられてしまい、
持上げられた大腸の根本にループを掛けることが難しくなる。
【００８７】
そこで図２０と図２１に示すように、シース部４２の長軸方向で、側孔４５と略平行で、
且つ、側孔４５と略同じ長さの金属ワイヤー固定部７３ａ，７３ｂをシース部４２の内面
に一体に形成する。
【００８８】
この金属ワイヤー固定部７３ａ，７３ｂは、金属ループワイヤー５５の外径とほぼ同等な
内径と、金属ループワイヤー５５の外径より略細い幅のスリット７４ａ，７４ｂからなっ
ている。また、この金属ワイヤー固定部７３ａ，７３ｂは、穿刺針管路５１ａ，５１ｂよ
りもスリット４４の側に寸法Ｌだけ寄った位置に配設される。
【００８９】
この金属ワイヤー固定部７３ａ，７３ｂに金属ループワイヤー５５のループ部を嵌合・固
定し、大腸７２を内視鏡２により側孔４５から挙上すると、金属ワイヤー固定部７３ａ，
７３ｂに固定された金属ループワイヤ５５は、挙上された大腸７２の根本側に位置する。
この挙上された大腸７２の根本部分に穿刺針を大腸の全層に穿通してから金属ループワイ
ヤー５５を絞扼すると、金属ワイヤー固定部７３ａ，７３ｂからループ部が離脱して、挙
上した大腸７２の組織の根本部分の穿刺針から寸法Ｌだけ離れた位置で大腸を絞扼できる
。
【００９０】
このように、結紮手段である穿刺針と切除手段である金属ループワイヤーの位置関係を一
定に保ち、目的部位を切除する際に確実にマージンを持って切除することが可能となる。
なお、この金属ワイヤーの固定方法は、内視鏡の把持鉗子で挙上した生体組織をしかるべ
き位置で絞扼するように一時的に固定できれば良く上述した方法に限られるものではない
。
【００９１】
次に、本発明の第３の実施形態である内視鏡処置システムを図２２乃至図２６を用いて説
明する。
【００９２】
図２２は本発明の第３の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助具
の平面図で、図２３は本発明の第３の実施形態の内視鏡処置システムに用いるシステム挿
入補助具の手元シース部と把持部の構成を示す断面図で、図２４は本発明の第３の実施形
態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助具の先端側シース部と手元側シー
ス部との接合部分の構成を示す断面図で、図２５は本発明の第３の実施形態に係る内視鏡
処置システムの大腸処置時の操作を説明する説明図である。
【００９３】
この内視鏡処置システムの第３実施例は、図２２に示すように、内視鏡に外挿するシステ
ム挿入補助具８０は、先端側シース部８１と、手元側シース部８２と、及び手元側シース
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部８２の基端部に設けられた把持部８３とからなり、先端側シース部８１と手元側シース
部８２は繋部材８４を介して接合され、把持部８３には硬度可変ノブ８７が設けられてい
る。
【００９４】
このシステム挿入補助具８０には、内視鏡に外挿される処置用挿入補助具８６のシース部
８５が挿通されるようになっている。上記システム挿入補助具８０の先端側シース部８１
の先端側には、上記処置用挿入補助具８６のシース部８５が摺動自在に挿通すると共に、
クリアランスがほぼゼロないしは１～３ｍｍ程度となるように絞り込んだ形状となってい
る。
【００９５】
上記処置用挿入補助具８６は、上述した処置用挿入補助具３，３２と同じ形状機能を有す
るものである。
【００９６】
上記システム挿入補助具８０の先端側シース部８１および手元側シース部８２は、内視鏡
挿入部の屈曲に自在に追従する可撓性を有し、例えばポリウレタン、塩化ビニル、ポリウ
レタン系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリオレフイン系エラストマー、
ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、フッ素樹脂（多孔性）、その
他各種熱可塑性エラストマー等の比較的柔軟な樹脂材料で形成され、先端側シース部８１
は大腸横行結腸および上行結腸を合わせた長さと略同じ長さを有し、また手元側シース部
８２は大腸下行結腸と略同じ長さを有している。
【００９７】
上記システム挿入補助具８０の手元側シース部８２の基端は、上記把持部８３に固定され
ている。この手元側シース部８２と把持部８３との固定は、図２３に示すように、把持部
８３の先端側に設けられ、上記手元側シース部８２の基端が嵌合される円錐部を有する把
持部本体８８と、この把持部本体８８の外周に設けられた雄ネジ部と螺合する雌ネジ部を
有し、且つ上記把持部本体８８の円錐部に嵌合された上記手元側シース部８２を挟持する
傾斜部を有する固定ネジ８９とによって固定されるようになっている。
【００９８】
上記手元側シース部８２の基端から先端の内面には、長軸方向に設けられた硬度可変部材
挿通管路９０が設けられている。
【００９９】
この硬度可変部材挿通管路９０の内部には、圧縮コイル９１および圧縮コイル９１内に挿
入された牽引ワイヤ９２が挿通されている。この圧縮コイル９１の基端は、硬度可変部材
挿通管路９０と略同軸上で把持部本体８８の内側に設けられた圧縮コイル固定部材９３に
ロウ付け固定されており、上記圧縮コイル９１に挿入されている牽引ワイヤ９２の基端は
、上記圧縮コイル固定部材９３に設けられた牽引ワイヤ挿通孔９４と可動部材９６に設け
られた牽引ワイヤ挿通孔９５を挿通してストッパー９９に固定されている。
【０１００】
上記牽引ワイヤ９２を挿通する上記牽引ワイヤ挿通孔９５を有する可動部材９６は、リン
グ状の部材で形成されている。このリング状部材の可動部材９６の外側には、略円筒状で
、その側面に螺旋状のカム溝９８を設けたカム部材９７が配設され、このカム溝９８に摺
動自在に嵌合するガイド１０３が設けられている。
【０１０１】
このカム部材９７は、硬度可変ノブ８７に固定されており、この硬度可変ノブ８７を回動
させることでカム部材９７を回転させ、上記牽引ワイヤ９２を手元側にシース部８２の軸
方向に摺動出来るようになっている。
【０１０２】
この硬度可変ノブ８７の手元側には押さえ部材１００が把持部本体８８に固定され、押さ
え部材１００には弁１０１が設けられて、挿通される処置用挿入補助具のシース部８５と
の水・気密保持されるようになっている。
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【０１０３】
上記手元側シース部８２の先端と、先端側シース部８１の基端側は、図２４に示すように
、繋部材８４に嵌合すると共に、繋部材８４に嵌合した手元側シース部８２と先端側シー
ス部８１の外周を糸巻・接着剤１０７で巻回固定されている。　この繋部材８４の内径は
、先端側シース部８１および手元側シース部８２の内径と略同一であり、その内径側の一
部に牽引ワイヤ固定部材１０５が上記硬度可変部材挿通管路９０と略同等の高さまで突出
形成されている。
【０１０４】
この牽引ワイヤ固定部材１０５は、硬度可変部材挿通管路９０と略同一軸上で、硬度可変
部材挿通管路９０の中心と略同一軸上に牽引ワイヤ固定孔１０６を有し、硬度可変部材挿
通管路９０に配設された上記牽引ワイヤ９２の先端がこの牽引ワイヤ固定孔１０６に挿通
後ロウ付け固定されている。
【０１０５】
上記圧縮コイル９１の先端は、上記手元側シース部８２の硬度可変部材挿通管路９０の先
端側内側で牽引ワイヤ９２にロウ付け固定されている。
【０１０６】
つまり、把持部８３の硬度可変ノブ８７を回動させることでカム部材９７を駆動させて上
記牽引ワイヤ９２を手元側シース部８２の基端側に引き込むように摺動させることで、牽
引ワイヤ９２の摺動により圧縮コイル９１が縮み、手元側シース部８２を硬質化し、硬度
可変ノブ８７を回動させて牽引ワイヤ９２を手元側シース部８２の先端側に繰り出すよう
に操作すると、圧縮コイル９１が弛み手元側シース部８２は可撓性を有する状態となる。
【０１０７】
このような構成のシステム挿入補助具８０を用いた内視鏡処置システムによる大腸１０９
の処置操作について、図２５を用いて説明する。
【０１０８】
図２５（ａ）に示すように、先行して大腸１０９に挿入された内視鏡１０８に外挿してシ
ステム挿入補助具８０の先端側シース８１が挿入される。この内視鏡１０８に外挿してシ
ステム挿入補助具８０の先端側シース部８１が横行結腸中間近傍まで挿入されると、それ
以上システム挿入補助具８０を挿入するには手元側シース８２の腰が弱く挿入が困難とな
った場合、把持部８３に設けた硬度可変ノブ８７を回転させる。この硬度可変ノブ８７の
回転により、カム部材９７も回転し、カム溝９８に嵌合したガイド１０３、すなわち可動
部材９６が図２３の図中右方向に移動し、この可動部材に９６に牽引ワイヤ９１のストッ
パー９９が当接し、牽引ワイヤ９２を図中右方向に移動する。
【０１０９】
この牽引ワイヤ９２の移動に伴い牽引ワイヤ９２の先端側に固定された圧縮コイル９１も
右方向に移動するが、圧縮コイル固定部材９３に固定されているため圧縮コイル９１は強
い圧縮応力を受け硬くなる。
【０１１０】
この牽引ワイヤ９２と圧縮コイル９１により手元側シース８２は、硬くなり全体が直線化
し、先端側シース部５１は可撓性を維持した状態で、図２５（ｂ）に示すように大腸１０
９の深部への挿入が容易となる。
【０１１１】
このような、システム挿入補助具８０に硬度可変機能を設けることで、大腸深部への挿人
操作性を向上させることができる。
【０１１２】
なお、この第３の実施形態では、手元側シースに硬度可変機能を設けることで挿人操作性
向上を実現しているが、挿人操作性を確保する方法としては、硬度可変機能だけに限らず
、例えばシステム挿入補助具の挿入部を一体として、その先端から手元側までを連通する
鉗子挿通管路を設け、システム挿入補助具の手元側または把持部に設けた鉗子挿通管路の
鉗子口を通して紺子挿通管路に金属ワイヤ等を挿入して挿入部の手元から任意の長さの硬
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度を変えることも出来る。また、先端側シースは可撓性の高い柔軟な樹脂で形成し、手元
側シースは可撓性の低い硬質な樹脂で形成することで挿人操作性を確保しても可能である
。
【０１１３】
次に、本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムを図２６乃至図２８を用いて説
明する。
【０１１４】
図２６は本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助具
の平面図で、図２７は本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステ
ム挿入補助具の先端側の構成を示す縦断面図で、図２８は本発明の第４の実施形態に係る
内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具に設けられる内視鏡固定部材の構成を示す
縦断面図である。
【０１１５】
この第４の実施形態の内視鏡処置システムは、内視鏡１１０と、この内視鏡１１０を挿通
する処置用挿入補助具１１１と、内視鏡１１０に外挿した処置用挿入補助具１１１を挿通
するシステム挿入補助具１１５からなっている。
【０１１６】
上記処置用挿入補助具１１１は、内視鏡１１０の挿入部を挿通するシース部１１２と、こ
のシース部１１２の基端に設けられた把持部１１３とからなり、把持部１１３には、内視
鏡固定部材１１４を有している。
【０１１７】
上記システム挿入補助具１１５は、上記処置用挿入補助具１１１のシース部１１２を挿通
するシース部１１６と、把持部１１７とからなり、シース部１１６の先端の円周上に設け
た複数の吸引孔１１８と、シース部１１６の一側面に長軸方向に設けた複数の排気孔１１
９と、及びシース部１１６の手元側から延出させた吸引チューブ１２３と排気チューブ１
２４からなっている。
【０１１８】
上記システム挿入補助具１１５のシース部１１６の先端側の円周方向に設けられた複数の
吸引孔１１８は、図２７に示すように、吸引室１２１に連通し、この吸引室１２１は吸引
管路１２０を介して吸引チューブ１２３に連通している。この吸引チューブ１２３は、図
示していない吸引・加圧ポンプに接続されている。
【０１１９】
また、上記シース部１１６の一側面には、シース部１１６の長軸方向に複数の排気口１１
９が設けられ、この排気口１１９は、シース部１１６の先端側から手元側まで設けられた
排気管路１２２を介して、上記排気チューブ１２４に連通させている。この排気チューブ
１２４の基端は、閉開自在な開放弁を介して大気中と連通するようになっている。
【０１２０】
上記処置用挿入補助具１１１の把持部１１３は、図２８に示すように、シース部１１２の
基端を保持固定する把持部本体１２６と固定ネジ１２５とを有している。把持部本体１２
６は、全体形状が略円筒形で、シース部１１２が嵌合される略円錐形状部を有し、この円
錐形状部にシース部１１２の基端が嵌合装着した後、固定ネジ１２５で挟持されるように
なっている。
【０１２１】
この把持部本体１２６には、内側から外側に連通する固定部材管路１２７が穿設されてお
り、この固定部材管路１２７に内視鏡固定部材１１４が摺動自在に装着されている。
【０１２２】
この内視鏡固定部材１１４は、上記固定部材管路１２７に摺動自在に装着される固定部材
シース１２８と、上記シース部１１２の内側の内視鏡挿通管路側に内視鏡挿入部押え１２
９と、上記固定部材シース１２８を内視鏡挿通管路側に付勢する付勢バネ１３２を把持部
本体１２６との間に係止させる略円盤状のバネ押さえ１３０と、このバネ押さえ１３０よ
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りも外側で固定部材シース１２８を付勢バネ１３２に抗して押圧操作するボタン１３１と
からなっている。つまり、内視鏡固定部材１１４は、固定部材シース１２８が把持部本体
１２６の外側とバネ押さえ１３０の間に介装された付勢バネ１３２で図中上方に付勢され
ている。
【０１２３】
さらに、この内視鏡固定部材１１４のボタン１３１を付勢バネ１３２に抗して押圧すると
、固定部材シース１２８の先端に設けられた内視鏡挿入部押さえ１２９で挿通されている
内視鏡１１０の挿入部を保持固定する。
【０１２４】
この時、把持部本体１２６の固定部材シース１２８の近傍に設けられた軸受け１３５と、
この軸受け１３５の保持された軸１３３を中心に一端が回動自在に軸止された釣状突起を
有するボタン押え１３４で内視鏡固定部材１１４のバネ押さえ１３０の上面に当接させる
ことで、内視鏡固定部材１１４での内視鏡固定保持が維持できる。
【０１２５】
なお、内視鏡１１０の挿入部に当接する内視鏡挿入部押え１２９は、略軟性な弾性部材、
例えばシリコンゴムやポリウレタンゴム等で形成され内視鏡１１０の挿入部との当接面側
には滑り止め用の溝を切っておくと良い。
【０１２６】
このようなシステム挿入補助具１１５を用いた大腸の処置操作について図２９と図３０を
を用いて説明する。
【０１２７】
図２９に示すように、大腸１３６の横行結腸まで、内視鏡１１０に処置用挿入補助具１１
１のシース部１１２を外挿し、さらに処置用挿入補助具のシース部１１２にシステム挿入
補助具１１５が外挿された状態で挿入されているとする。
【０１２８】
このように、大腸１３６の目的部位までシステム挿入補助具１１５を挿入した後、図示し
ない吸引ポンプで吸引孔１１８から吸引を行うと、大腸１３６がシステム挿入補助具１１
５の先端に吸引固定され、システム挿入補助具１１５の先端部分において大腸１３６との
位置関係がほぼ固定される。
【０１２９】
この状態では大腸１３６とシステム挿入補助具１１５の先端は密着しているため、例えば
内視鏡１１０から送気しても吸引孔１１８から空気が吸引されることが無く、システム挿
入補助具１１５の先端側の大腸は内視鏡１１０からの送気で膨らみ作業の空間を形成する
ことが出来る。
【０１３０】
また、この状態でシステム挿入補助具１１５のシース部１１５に沿って設けられた排気孔
１１９から大腸１３６の管腔内の余分な空気が排出されて大腸に適度な撓みと皺を形成す
ることで、システム挿入補助具１１５に無理なく大腸１３６を沿わせることができる。
【０１３１】
このようにして、大腸１３６とシステム挿入補助具１１５の先端との間の位置関係が固定
された後、処置用挿入補助具１１２と内視鏡１１０とで目的部位の処置操作に移行する。
【０１３２】
この目的部位の処置において、図３０に示すように、大腸１３６の目的部位１３７を挙上
結紮切除するためには、処置用挿入補助具１１２の側孔１３８に目的部位１３７を合わせ
るように処置用挿入補助具１１２を操作する必要がある。この処置用挿入補助具１１２の
側孔１３８を目的部位１３７に合わせる操作は、内視鏡１１０を処置用挿入補助具１１２
に挿着固定して操作される。
【０１３３】
この内視鏡１１０の処置用挿入補助具１１２への挿着固定は、内視鏡１１０を処置用挿入
補助具１１２に挿着後、処置用挿入補助具１１２の内視鏡固定部材１１４を付勢バネ１３



(18) JP 4142369 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

２に抗して押下すると、内視鏡固定部材１１４の内視鏡挿入部押え１２９が内視鏡１１０
の挿入部に当接すると共に、ボタン押え部材１３４の鈎状部分がバネ押え１３０に引っ掛
かり、内視鏡固定部材１１４が固定されて内視鏡１１０と処置用挿入補助具１１３の相互
固定が行われる。
【０１３４】
このように、目的部位１３７に対する処置用挿入補助具１１２の位置合わせ操作の際に、
内視鏡固定部材１１４により内視鏡１１０と処置用挿入補助具１１３とを互いに固定した
後操作する以外に、内視鏡固定部材１１４を開放して内視鏡１１０と処置用挿入補助具１
１３とを互いに自由に操作して、目的部位１３７を処置することも可能である。
【０１３５】
このようなシステム挿入補助具を用いた内視鏡処置システムにより、大腸等の目的部位と
処置システムとの位置関係が一定に保てるため、目的部位を処置中に見失うこともない。
また、システム挿入補助具の挿入部に排気孔を設けることで大腸内から余分な空気を無く
し、空気による過伸展など大腸への負担を軽減できる。さらに、処置用挿入補助具と内視
鏡とを互いに固定する手段を設けたことで、処置中に互いの相対位置が変わることも無く
、処置を行う際の精度が向上する。さらにまた、処置用挿入補助具の挿入部と内視鏡の挿
入部を同時にひねることが可能になり、捩じり追従性も向上する。
【０１３６】
なお、システム挿入補助具の大腸等の体腔内で固定する方法として、図５３に示すように
、システム挿入補助具２７１の先端側にバルーン２７２を設け、このバルーン２７２を拡
張することにより大腸等の体腔の所定位置にシステム挿入補助具２７１を固定することも
可能である。
【０１３７】
次に、本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具につ
いて、図３１と図３２を用いて説明する。
【０１３８】
本発明の第５実施例である処置用挿入補助具１４０は、先端から手元側まで連通する内視
鏡挿通管路１４１、切除具挿通管路１４２、穿刺針挿通管路１４３を有すると共に、先端
側外側に沿って略半円状に形成した薄肉板状の硬性な組織押え１４４と、この組織押え１
４４の両端部に接続され、かつ処置用挿入補助具１４０の外側に長軸方向に平行に前後動
する硬性な棒状の押え腕部材１４５と、この押え腕部材１４５を内挿すると共に処置用挿
入補助具１４０の外側に長軸方向に平行に設けられた押えスライダ１４６と、この押えス
ライダ１４６の基端側に接続されると共に手元側まで延設される接続チューブ１４７と、
上記押え腕部材１４５の基端側に接続されると共に接続チューブ１４７の管路内を手元側
まで延設される金属ワイヤ１４８とからなっている。
【０１３９】
上記接続チューブ１４７の基端側には、金属ワイヤ１４８と接続チューブ１４７とを相対
的に前後動させる図示しないハンドル部材が設けられている。尚、穿刺針挿通管路１４３
は、内視鏡挿通管路１４内に切除具挿通管路１４２を挟んだ反対側の位置に図示していな
いが、同様の穿刺針挿通管路を有し、これら穿刺針挿通管路は略平行に内視鏡挿通管路１
４１内に配設される。
【０１４０】
このような構成の処置挿入補助具１４０を大腸内またはシステム挿入補助具内に挿入する
際、図３１に示すように、組織押え部材１４４は、押え腕部材１４５を押えスライダ１４
６内に収納した状態で行われる。大腸内の目的部位に達した後、ハンドル部材を操作して
金属ワイヤ１４８を押込むと図３２に示すように、押え腕部材１４５が押えスライダ１４
６内より処置用挿入補助具１４０の先端から突出すると共に、組織押え部材１４４が処置
用挿入補助具１４０の先端より突出する。この組織押え部材１４４の処置用挿入補助具１
４０の先端からの突出状態において、内視鏡挿通管路１４１に挿通した内視鏡１４９で観
察しながら、組織押え部材１４４と、押え腕部材１４５と、及び処置用挿入補助具１４０
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の先端との間に囲まれた空間を介して内視鏡１４９に挿通された図示していない把持鉗子
で大腸内の目的部位を把持挙上する。この把持挙上された大腸の目的部位は、上述した第
２実施形態乃至第４実施形態と同様の操作によって大腸全層を結紮切除する。
【０１４１】
これにより、上述の第2乃至第４実施形態に示した処置用挿入補助具のように先端に側孔
を設けないため、処置用挿入補助具の先端部硬質長を短くでき、処置用挿入補助具の挿人
性が向上する。また、組織押え部材の突出量を調整することで把持挙上する大腸の大きさ
を変えられ、切除する組織の大きさを調整することも可能となる。
【０１４２】
次に、この第５の実施形態の変形例を図３３乃至図３５を用いて説明する。この変形例は
、内視鏡に組織押さえ部材と穿刺針挿通管路とを外付け可能とする内視鏡処置システムで
ある。
【０１４３】
最初に、図３３に示す、略円筒状の内視鏡１５０の先端に着脱自在な処置用キャップ１５
１を設けた内視鏡処置システムについて説明する。処置用キャップ１５１は、円筒状で上
記円筒状の内視鏡１５０の先端部の最大径と略太径の内径を有する硬性・透明な樹脂素材
からなる処置用キャップ本体１５２と、この処置用キャップ本体１５２の一端に連続して
設けられると共に内視鏡１５０の先端部外径より略細径な内径を有するシリコンゴムまた
はフッ素ゴム等の弾性を有する処置用キャップ取付部材１５３とからなっている。
【０１４４】
処置用キャップ本体１５２の縁上に、その長軸方向と略平行に設けられた穿刺針１５８を
挿通する穿刺針挿通孔１５４ａ，１５４ｂと、この穿刺針挿通孔１５４ａ，１５４ｂの手
元側に連通すると共に内視鏡１５０の手元側まで延設される図示しない気密弁を有する穿
刺針挿入チューブ１５５ａ，１５５ｂと、処置用キャップ本体１５２の縁上からその長軸
方向に略平行に突出する硬性な棒状の組織押え腕１５６と、この組織押え腕１５６の先端
側で略半円状に弧を描く硬性な棒状の組織押え部材１５７とが設けられている。
【０１４５】
上記内視鏡１５０には、切除具挿通用の鉗子挿通管路１５９と、把持鉗子１６０を挿通す
ると共にその把持鉗子１６０の突出方向を偏向させる鉗子起上台１６２をその先端側に有
する把持鉗子挿通管路１６１を有している。
【０１４６】
鉗子起上台１６２は、図３４に示すように、鉗子挿通管路１６１と略同一または略太径の
内径を有する円筒状部材であると共に、その手元側端の相対する位置から突出する略半円
盤状の一組の襟部材１６３と、この襟部材１６３に設けられた孔１６４とからなる。上記
鉗子起上台１６２は、鉗子挿通管路１６１の先端側に設けられた、上下方向により広く拡
開した鉗子起上台収納部１６６に収容され、孔１６４は、鉗子起上台収納部１６６の内側
に設けられた突起１６５と摺動自在に嵌合すると共に、鉗子挿道管路１６１と鉗子起上台
１６２は略同軸上としている。
【０１４７】
上記鉗子起上台１６２の先端側の外側には、鉗子起上操作ワイヤ１６７ａ，１６７ｂがそ
れぞれ鉗子起上台１６２の上下方向にロウ付け固定されている。この鉗子起上操作ワイヤ
１６７ａ，１６７ｂは、それぞれ鉗子起上操作ワイヤ管路１６８ａ，１６８ｂを介して図
示していない内視鏡操作部まで延設されると共に、同じく図示していない鉗子起上レバー
に接続されて、起上自在に操作される。
【０１４８】
このような内視鏡１５０の鉗子挿通管路１６１に把持鉗子１６０を挿通した状態で、鉗子
起上操作ワイヤ１６７ｂを引くと把持鉗子１６０の突出方向を内視鏡１５０に対して図中
下方向へと起上、予め切除具挿通管路１５９を介して突出した金属ループワイヤを通すと
共に、組織押え部材１５７、組織押え腕１５６、及び処置用キャップ１５１の先端との間
で構成される領域内にある大腸を把持する。
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【０１４９】
この状態で鉗子起上操作ワイヤ１６７ａを引きながら鉗子起上ワイヤ１６７ｂを押出すと
鉗子起上台１６２は、内視鏡１５０に対して図中上方向へと把持鉗子１６０を起上、把持
されている大腸を挙上させる。
【０１５０】
この大腸の挙上した状態で、穿刺針１５８を突出操作させて、大腸全層を穿通すると共に
、結紮具で大腸組織を結紮する。この結紮が終了すると金属ループワイヤを絞扼すると同
時に金属ループワイヤに高周波を流して大腸を切除する。
【０１５１】
また、図３５に示すように、内視鏡処置システムの他の変形例は、内視鏡１７０に処置用
キャップ１７１を設けたもので、内視鏡１７０は、穿刺針挿通管路１７２と、切除具挿通
管路１７３と、把持鉗子挿通管路１７４と、把持鉗子挿通管路１７４の先端に設けられた
鉗子起上台１７５と、鉗子起上台１７５の起上方向に設けられた把持鉗子挿通管路１７４
と内視鏡１７０の外側面とを連通させると共に鉗子起土台１７５と略同じ長さを有する鉗
子起上スリット１７６を有している。
【０１５２】
また、処置用キャップ１７１は、組織押え腕１７７と、その組織押さえ腕１７７の先端に
半円形状に形成した組織押え１７８を有している。なお、内視鏡１７０に鉗子起上スリッ
ト１７６を設けたことで、鉗子起上台１７５の起上範囲が大きくでき、大腸等の挙上を高
くすることが可能となる。
【０１５３】
このような構成の処置用キャップ１５１，１７１を内視鏡１５０，１７０に装着すること
で、目的部位の結紮切除の処置が容易にできる。
【０１５４】
次に、本発明の第６実施形態に係る内視鏡処置システムについて、図３６乃至図３８を用
いて説明する。この第６の実施形態の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具１８
１は、側孔１８４とスリット１８５と図示しない穿刺針挿道管路と切除具挿道管路をその
先端部に有する先端処置部１８２と、先端処置部１８２の手元側に延出されると共に、そ
の長軸方向に沿って先端側から手元側まで延設される挿入部スリット１８６を有する処置
用挿入補助具挿入部１８３と、上述の先端処置部１８２に設けられた穿刺針挿道管路と切
除具挿道管路に先端が接続されると共に、処置用挿入補助具挿入部１８６の内腔に配設さ
れて手元側まで延設される穿刺針挿通チューブ１８７と切除具挿道チューブ１８８とから
なっている。
【０１５５】
このような構成の処置用挿入補助具１８１は、予め内視鏡１８０に先端処置部１８２を挿
入した状態で大腸へ挿入する。内視鏡１８０を大腸目的部位まで挿入する際には、内視鏡
１８０の挿入部は、挿入部スリット１８６から処置用挿入補助具挿入部１８３の外部へと
導出されており、内視鏡１８０の挿入部の手元側に先端処置部１８２が位置している（図
３６参照）。
【０１５６】
次に、内視鏡１８０が大腸の目的部位まで挿入されると、内視鏡１８０の挿入部に沿って
先端処置部１８２を大腸内へと挿入させる。この時、内視鏡１８０の挿入部を処置用挿入
補助具挿入部１８３の内腔側に挿入部スリット１８６を介して嵌め込み、更に嵌め込み終
わった部位は、テープ部材１８９で挿入部スリット１８６が開かないように所定間隔で複
数箇所固定しながら大腸内へと挿入操作する（図３７参照）。
【０１５７】
このような処置用挿入補助具１８１は、特に挿入部の長さの異なる内視鏡に対して、挿入
スリット１８６から処置用挿入補助具挿入部１８３への内視鏡挿入部の嵌め込み位置を代
えることで自由に対応可能となる。
【０１５８】
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次に、この第６実施形態の処置用挿入補助具１８１の変形例として図３８に示す処置用挿
入補助具１９０を説明する。この処置用挿入補助具１９０は、上記先端処置部１８２と同
じ機能を有する先端処理部１９１と、上記挿入部スリット１８６を有する処置用挿入補助
具挿入部１８３と同じ機能を有する処置用挿入補助具挿入部１９２とからなり、処置用挿
入補助具挿入部１９２には、挿入部固定部材１９３がを設けられている。
【０１５９】
この挿入部固定部材１９３は、処置用挿入補助具挿入部１９２と一体的に形成され、且つ
、所定の間隔で複数個配設され、挿入部スリットから略円弧状で、一部が切り欠いた形状
に形成されている。
【０１６０】
つまり、処置用挿入補助具１９０の先端処置部１９１を内視鏡１８０に外挿しながら大腸
へ挿入する際には、挿入部固定部材１９３の切欠き部分を広げて内視鏡１８０の挿入部を
処置用挿入補助具挿入部１９２に嵌め込みながら挿入を行うようになっている。
【０１６１】
これにより、内視鏡挿入部を処置用挿入補助具挿入部に容易に嵌め込み、且つ、処置用挿
入補助具挿入部に確実に挿通保持させることができる。
【０１６２】
次に、本発明の内視鏡処置システムの他の変形例を図３９乃至図５２を用いて説明する。
【０１６３】
図３９は、内視鏡２００に沿って大腸深部まで挿入される処置用挿入補助具２０１で、こ
の処置用挿入補助具２０１は、内視鏡挿通管路２０４を有すると共に、その先端側に側孔
２０５を有した略板状の組織押え板２０６を有した硬性な略円筒形の先端処置部２０２と
、先端処置部２０２にその長軸方向に沿って配設される図示しない穿刺針挿通管路と切除
具挿通管路と、この穿刺針挿通管路および切除具挿通管路の手元側から延設される穿刺針
挿通チューブ２０８および切除具挿通チューブ２０９と、先端処置部２０２の手元側に接
続され内視鏡挿通管路と連通する薄肉なチューブ状のシース部２０３と、組織押え板２０
６の先端側に接続されると共に内視鏡２００の処置具挿通管路２１１を介して内視鏡手元
側まで延設されるガイド紐２１０とからなる。なお、シース部２０３には、その長軸方向
にスリット２０７が設けられ、且つ、所定間隔で固定テープ２１２が配置されるようにな
っている。
【０１６４】
このような処置用挿入補助具２０１のシース部２０３のスリット２０７から先端処置部２
０２の内視鏡挿通管路２０４へと内視鏡２００を予め挿入し、且つガイド紐２１０は内視
鏡２００の処置具層通管路２１１に挿入させる。つまり、内視鏡２００の挿入部先端は、
先端処置部２０２の内視鏡挿通管路２０４から突出すると共に、内視鏡２００の挿入部の
手元側は、スリット２０７からシース部２０３から外部に露出された状態となっている。
【０１６５】
内視鏡２００が大腸深部の目的部位まで挿入された際には、ガイド紐２１０を引くと処置
用挿入補助具２０１の先端処置部２０２は内視鏡２００の挿入部に沿って大腸内へ引き込
み挿入される。
【０１６６】
この処置用挿入補助具２０１が大腸内へ引き込み挿入されるに従ってスリット２０７から
内視鏡２００の挿入部をスリープ２０３に嵌め込み収納すると共に、固定テープ２１２を
巻回して所定間隔で固定する。
【０１６７】
なお、処置用挿入補助具２０１を大腸の目的部位まで引き込み挿入した後、内視鏡２００
を側視内視鏡と交換しても良い。
【０１６８】
このように、内視鏡に沿って、処置用挿入補助具２０１の先端側から引き込み挿入するた
め、処置用挿入補助具２０１の挿人操作性が向上し、また、処置用挿入補助具２０１の挿
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入時にガイド紐２１０で引っ張ることができるために、シース部２０３は腰の弱い薄肉化
が実現でき、処置用挿入補助具２０１のシース部２０３の細径化が実現できる。
【０１６９】
また、図４０に示すように、内視鏡２１５に外挿する処置用挿入補助具２１６の先端側に
湾曲部２１７を設け、この湾曲部２１７を内視鏡２１５の図示していない湾曲部と共に湾
曲駆動させることで、処置用挿入補助具２１６の挿人操作性が向上する。
【０１７０】
図４１と図４２は、本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の先端構成の
変形例である。なお、図４１は本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の先端部分を示す斜視図で、図４２（ａ）は本発明に係る内視鏡処置システムに用いる
処置用挿入補助具の側孔部分の断面図で、図４２（ｂ）は本発明に係る内視鏡処置システ
ムに用いる処置用挿入補助具で目的部位を挙上した状態を示す断面図である。
【０１７１】
この内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具２２０は、内視鏡挿通管路２２２を有
する略円筒状に形成され、この処置用挿入補助具２２０の先端側の図中上半分の円弧を切
り欠いて形成したスリット２２１と、この処置用挿入補助具２２０の先端側の図中下半分
の円弧に設けた側孔２２４と、この側孔２２４を形成した円弧の両端は、上記内視鏡挿通
管路２２２に突出する略板状の突起部材２２３を上記側孔２２４の側辺２２５に平行に設
けられている。
【０１７２】
このような構成の処置用挿入補助具２２０は、図４２（ａ）に示すように、金属ループワ
イヤ２２６を切除具挿通管路２２７から突出して拡開した状態で側孔２２４の側片２２５
に沿って配置させる。
【０１７３】
このような状態で内視鏡に挿通された把持鉗子を用いて、側孔２２４と金属ループワイヤ
２２６から大腸等の目的部位を把持挙上させると、図４２（ｂ）に示すように、把持挙上
された目的部位は、金属ループワイヤ２２６と側孔２２４を介して、図中上方へ持上げら
れると、金属ループワイヤ２２６は突起部材２２３に引っ掛かりそれ以上は持ち上がるこ
とない。これにより、把持挙上した目的部位の裾の近傍に金属ループワイヤを確実に設置
でき、この金属ループワイヤ２２６を引っ張ることにより、目的部位を確実に絞扼すると
同時に金属ループワイヤ２２６に高周波を流して大腸を切除することが可能となる。
【０１７４】
図４３は、本発明で用いる側視内視鏡２３０を示しており、側視内視鏡２３０の挿入部先
端には、処置具挿通管路２３３から略直線状に連通するスリット２３２が設けられている
。このスリット２３２には、鉗子起上台２３１が設けられている。
【０１７５】
このような側視内視鏡２３０で図４４に示すように先端部硬貫長が長く、通常の側視内視
鏡では、鉗子起上部の挿通が不可能な把持鉗子２３４でも、鉗子起上台２３１を倒した状
態で把持鉗子２３４を内視鏡先端側に突出し、その後鉗子起土台２３１を起こすことで把
持鉗子２３４を任意の方向へ突出させることができる。
【０１７６】
次に、本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の変形例を図４５乃至図４
７を用いて説明する。図４５は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の
切除具の他の実施形態の構成を示す斜視図で、図４６は本発明の内視鏡処置システムに用
いる処置用挿入補助具の切除具の他の実施形態の構成を示す断面図で、図４７は本発明の
内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例を示す断面図である。
【０１７７】
図４５に示すように、処置用挿入補助具２３５の先端の内腔に側孔２３６の側辺よりスリ
ット２３７側に先端から手元側まで延設した切除具用管路２３８を相対する位置に２つ設
ける。この切除具用管路２３８は、少なくとも側孔２３６の先端側から手元側までの長さ
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を有する切除具用スリット２３９を有し、切除具用スリット２３９を介して両切除具用管
路２３８を跨いで配設される略板状で、かつ先端側および手元側の少なくともいずれか一
方に刃を有する切除刃２４０を有している。この切除具用管路２３８内には、図４６に示
すように、切除刃２４０に先端が接合され、手元側は処置用挿入補助具２３５の基端側ま
で延設されると共に図示しないハンドルでもって切除具用管路２３８内を前後動自在に配
置された操作ワイヤ２４１とからなっている。
【０１７８】
切除刃２４０は、操作ワイヤ２４１を押出すことで側孔２３６を越えて処置用挿入補助具
２３５の先端側に位置し、この状態で側孔２３６を介して大腸を挙上する。この挙上され
た大腸は、穿刺針管路２４２から突出する穿刺針により穿刺結紮された後、操作ワイヤ２
４１を引くことで切除刃２４０で大腸を切除する。この際、切除刃２４０に高周波を通電
しても良い。
【０１７９】
また、図４７に示すように、処置用挿入補助具２４３にスリットを設けずに処置用挿入補
助具２４３内で大腸組織の把持挙上および、穿刺結紮を行うようにすることもできる。
【０１８０】
次に、本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の変形例を図４８乃至
図５０を用いて説明する。図４８は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の他の変形例を示す斜視図で、図４９は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿
入補助具の他の変形例を断面図で、図５０は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用
挿入補助具の他の変形例の操作を説明する説明図である。
【０１８１】
この他の変形例の処置用挿入補助具２４５は、穿刺針挿通管路２４６を２本以上、図４９
に示すように、例えば穿刺針挿通管路２４６を５本設けたものとする。この穿刺針挿通管
路２４６は、側孔２４７の手前側に配設されている。なお、処置用挿入補助具２４５には
、穿刺針挿通管路２４６以外に、図示していないが把持鉗子を挿通可能な内視鏡を挿通す
る内視鏡挿通管路及び切除具を挿通させる切除具挿通管路が設けられている。
【０１８２】
このような処置用挿入補助具２４５を用いて、図５０に示すように、例えば大腸等の目的
部位に穿刺針を穿刺して、大腸の全層に渡って結紮具２４９を結紮する。この複数の結紮
具２４９によって、全層に渡って結紮され略ポリープ状となった大腸２４８は、内視鏡２
５０に挿通された高周波針状メス２５１によって全層を切除される。
【０１８３】
これにより、処置用挿入補助具２４５で、複数の結紮具を同時に穿刺結紮でき、結紮操作
の短縮が可能となる。
【０１８４】
次に、本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例を図５１と図
５２を用いて説明する。図５１は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の他の応用例の断面図で、図５２は本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の他の応用例で結紮状態を説明する説明図である。
【０１８５】
本発明の内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例である処置用挿入補
助具２５５は、図５１に示すように、処置用挿入補助具２５５の内腔全周に渡って穿刺針
挿通管路２５６が所定間隔で複数設けられている。この複数の穿刺針挿通管路２５６の中
には、穿刺針２５７が配設され、この穿刺針２５７の内腔には図示していないが結紮具２
５８が配設されている。結紮具２５８は、図５２に示すように結紮軸とその両端に固定部
材を有する略Ｈ字型形状に形成されたもので、結紮時には該固定部材で大腸全層を挟み込
みながら固定する（図１２に示す結紮ユニット６４参照）。
【０１８６】
処置用挿入補助具２５５の先端側には、穿刺針挿通管路２５６よりも内側に全周に渡って
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突起部２５９が設けてあり、この突起部２５９の先端側端面には全周に渡って溝状の切除
刃受２６０が設けてある。
【０１８７】
この処置用挿入補助具２５５の中心軸と同軸上に設けられた先端フード操作軸２６１の先
端側に配設される先端フード２６２において、その手元側端面外周上にリム状の裾部２６
３が設けてあり、裾部２６３は処置用挿入補助具２５５の先端外周と略当接する。先端フ
ード操作軸２６１を外挿する切除刃操作軸２６４の先端には略円盤状でその外周上にリム
状の切除刃を有する切除部材２６５が配設され、該切除部材２６５の刃は切除刃受２６０
の溝に当接する。
【０１８８】
このような処置用挿入補助具２５５と、先端フード２６２、および切除部材２６５とは、
先端フード操作軸２６１および切除刃操作軸２６４を突出させることで処置用挿入補助具
２５５の先端と、裾部２６３、および切除部材２６５との間に隙間を形成する。その隙間
を通して、内視鏡２６７の観察下で把持鉗子２６８で大腸２６９の全層を処置用挿入補助
具２５５の内側に全周的に渡って引込む。この引き込まれた状態で、先端フード操作軸２
６１を引くと裾部２６３と、処置用挿入補助具２５５の外周との間に大腸を挟み込んで固
定する。
【０１８９】
次に穿刺針２５７で大腸全層を穿通し、結紮具２５８を押出して大腸２６９を全層を結紮
し、その結紮後、切除刃操作軸２６４を引いて切除部材２６５の切除刃を切除刃受２６０
に当接させて大腸２６９の全層を全周に渡って一括に切除する。
【０１９０】
この全周に渡って穿刺結紮手段と切除手段を設けることで大腸全周を一括で切除すること
が出来る。
【０１９１】
［付記］
以上詳述した本発明の実施形態によれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【０１９２】
（付記１）
生体管路の目的部位まで案内用の内視鏡を挿入する内視鏡挿入ステップと、該内視鏡に外
挿して第２挿入具を挿入する第２挿入具挿入ステップと、該内視鏡と第１挿入具を入れ替
える切替ステップと、該第２挿入具に設けられた側孔を道して生体組織を把持する把持ス
テップと、把持した生体組織を該第１挿入具によって挙上する挙上ステップと、挙上した
生体組織を結紮手段で結紮する結紮ステップと、結紮された生体組織と把持部の間を切除
する切除ステップと、切除した生体組織を第１挿入具ごと抜去・回収する回収ステップと
からなる請求項１に記載の内視鏡的処置方法。
【０１９３】
（付記２）
生体管路の目的部位まで内視鏡を挿入する内視鏡挿入ステップと、該内視鏡に外挿して第
３挿入具を目的部位まで挿入する第３挿入具挿入ステップと、該内視鏡と第１挿入具を内
挿した第２挿入具とを入れ替える切替ステップと、該第１挿入具で第２挿入具に設けられ
た側孔を通して生体組織を把持する把持ステップと、把持した生体組織を該第１挿入具に
よって挙上する挙上ステップと、挙上した生体組織を結紮手段で結紮する結紮ステップと
、結紮された生体組織と把持部の間を切除する切除ステップと、切除した生体組織を第１
挿入具および第２挿入具ごと抜去・回収する回収ステヅプとからなる請求項２に記載の内
視鏡的処置方法。
【０１９４】
（付記３）
該第１および第２挿入具の挿入部が可挑性を有した部材からなることを特徴とする請求項
１に記載の内視鏡的処置システム。
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【０１９５】
（付記４）
該第１挿入具による生体組織の持ち上げ方向が第２挿入具の長軸方向に対して略鉛直方向
である事を特徴とする付記３に記載の内視鏡的処置システム。
【０１９６】
（付記５）
該第１挿入具が観察手段を有する内視鏡である事を特徴とする付記４に記載の内視鏡的処
置システム。
【０１９７】
（付記６）
該内視鏡が有する把持手段は該内視鏡の処置具挿通管路を介して内祝鏡先端側に突出する
把持鉗子である事を特徴とする付記５に記載の内視鏡的処置システム。
【０１９８】
（付記７）
該内視鏡が側視または斜視である事を特徴とする付記６に記載の内視鏡的処置システム。
【０１９９】
（付記８）
該側視または斜視内視鏡のモニタ画像上側が該内視鏡の挿入部先端側に向いている事を特
徴とする付記７に記載の内視鏡的処置システム。
【０２００】
（付記９）
該内視鏡が直視であると共に処置具挿道管路に挿道した処置具を内視鏡長軸方向に対して
上下方向に可動な鉗子起上部材を有する事を特徴とする付記６に記載の内視鏡的処置シス
テム。
【０２０１】
（付記１０）
該内視鏡が互いに独立して湾曲する湾曲部が二つ以上直列に並んだ直視内視鏡である事を
特徴とする付記６に記載の内視鏡的処置システム。
【０２０２】
（付記１１）
該組織押え手段が第２挿入具側面に設けられた側孔である事を特徴とする付記７乃至付記
１０のいずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２０３】
（付記１２）
該側孔の対面上に第１挿入具が生体組織を持上げるため冑曲した際に、その先端から挿入
部までが挿通可能な切れ込みが第２挿入具先端に設けてある事を特徴とする付記１１に記
載の内視鏡的処置システム。
【０２０４】
（付記１３）
該切れ込みが第２挿入具先端から手元側まで設けてある事を特徴とする付記１２に記載の
内視鏡的処置システム。
【０２０５】
（付記１４）
該組織押え手段が該穿刺結紮手段よりも先端側に位置し、かつ該穿刺結紮手段の動作軸に
対して略垂直ないしはある角度をもって交差または振じれの位置にある略棒状または板状
部材からなる受け部材と該受け部材を固定する第２挿入具先端から延出される腕部材から
なる事を特徴とする付記７乃至付記１０のいずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２０６】
（付記１５）
該受け部材が該穿刺結紮手段の移動軸方向に対して略平行な方向へ移動可能とした事を特
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徴とする付記１４に記載の内視鏡的処置システム。
【０２０７】
（付記１６）
該結紮手段が該組織押え手段の手元側に設けられた複数の弾針と弾針を押出す押出部材と
押出部材の手元側に接続され該処置用挿入補助具の先端側から手元側に延出される操作部
材と、側孔先端側に設けられ押出された弾針が当接すると共に弾針の足を屈曲させる受け
部材とからなるステープラーである事を特徴とする付記１２、付記１４もしくは付記１５
のいずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２０８】
（付記１７）
該結紮手段が生体組織全層を穿通する穿刺手段と生体組織全層を結紮する結紮部材とから
なる事を特徴とする付記１２、付記１４，もしくは付記１５のいずれかに記載の内視鏡的
処置システム。
【０２０９】
（付記１８）
該結紮部材は、略紐状の繋部材と繋部材の両端に設けられた繋部材より太径の係止部材と
からなり、該係止部材は穿刺針の内腔に保持される事を特徴とする付記１７に記載の内視
鏡的処置システム。
【０２１０】
（付記１９）
該穿刺手段が穿刺針であると共に、穿刺針先端が第２挿入具の長軸方向に略平行に該組織
押え手段上を手元側から先端側へ稼動する事を特徴とする付記１８に記載の内視鏡的処置
システム。
【０２１１】
（付記２０）
該穿刺針が２本以上である事を特徴とする付記１９に記載の内視鏡的処置システム。
【０２１２】
（付記２１）
該切除手段が該側孔上を移動するカッターである事を特徴とする付記１６もしくは付記２
０のいずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２１３】
（付記２２）
該切除手段が第2挿入具の手元側から先端側に延設された先端にループ状金属ワイヤを有
するスネアである事を特徴とする付記１６もしくは付記２０のいずれかに記載の内視鏡的
処置システム。
【０２１４】
（付記２３）
該側孔の周囲に該スネアのループ部を着脱自在に固定するスネア固定手段を第２挿入具先
端側に設けた事を特徴とする付記２２に記載の内視鏡的処置システム。
【０２１５】
（付記２４）
該第2挿入具先端に該スネアのループ部が浮き上がる事を抑制する略板状の浮き上がり抑
制手段を設けた事を特徴とする付記２２に記載の内視鏡的処置システム。
【０２１６】
（付記２５）
該穿刺結紮手段と該切除手段とにおいて、少なくとも切除する患部と結紮手段の間に切除
手段があり、該切除手段よる切除面と患部および縫合部の間に１ｍｍないしは１ｍｍ以上
の生体組織が存在する様な位置に切除手段を設けた事を特徴とする付記２１乃至付記２４
のいずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２１７】
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（付記２６）
該結紮手段および該切除手段が第２挿入具の全周に設けられた事を特徴とする付記２５に
記載の内視鏡的処置システム。
【０２１８】
（付記２７）
第３挿入具の挿入部手元側の大腸下行脚と略同じ長さが硬質で、そこから先端側にかけて
が軟性である事を特徴とする請求項２もしくは付記２５のいずれかに記載の内視鏡的処置
システム。
【０２１９】
（付記２８）
第３挿入具の挿入部の硬度可変機構を設けた事を特徴とする請求項２もしくは付記２５の
いずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２２０】
（付記２９）
第３挿入具が目的患部周辺より動かないように第３挿入具に挿入部固定手段を設けた事を
特徴とする請求項２、付記２７もしくは付記２８のいずれかに記載の内視鏡的処置システ
ム。
【０２２１】
（付記３０）
該挿入部固定手段が、第３挿入具の挿入部外周上に設けられた少なくとも一つ以上の側孔
と、該側孔と第３挿入具手元側を連連する吸引管路と、該吸引管路に配設された吸引器と
からなる事を特徴とする付記２９に記載の内視鏡的処置システム。
【０２２２】
（付記３１）
該挿入部固定手段が、第３挿入具先端に設けられたバルーンである事を特徴とする付記２
９に記載の内視鏡的処置システム。
【０２２３】
（付記３２）
第１挿入具の挿入部ないしは第２挿入具の少なくともいずれか一方に互いを固定すると共
に着脱自在な係止手段を設けた事を特徴とする請求項１と請求項２のいずれかに記載の内
視鏡的処置システム。
【０２２４】
（付記３３）
第３挿入具の挿入部に先端側から手元側にいたる切れ込みを設けたことを特徴とする請求
項２に記載の内視鏡的処置システム。
【０２２５】
（付記３４）
第２挿入具もしくは第３挿入具に湾曲機構を設けた事を特徴とする請求項１と請求項２の
いずれかに記載の内視鏡的処置システム。
【０２２６】
【発明の効果】
本発明の内視鏡処置システムは、大腸全長に渡って、いかなる部位であっても、確実に挿
入することができ、目的部位を内視鏡による観察下で全層を結紮切除できる効果を有して
いる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡処置システムの全体構成を説明する説明図
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の先端部を示す斜視図。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
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の先端部の軸方向の断面図。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の図３
に示した切断面から切断した断面図。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の先端
部の切除具と結紮具を説明する斜視図。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の挙上操作
を説明する説明図。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の結紮操作
を説明する説明図。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の切除操作
を説明する説明図。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡処置システムの全体構成を説明する説明図
。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の先端部の内部構成を示す平面図。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助
具の先端部に設ける穿刺針の構成を示す平面図。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具に用
いる結紮ユニットを説明する説明図。
【図１３】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の内
視鏡挿通管路の構成を示す断面図。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる大腸への挿入操作
を説明する説明図。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる大腸への挿入操作
を説明する説明図。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の挿入操
作を説明する説明図。
【図１７】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の把持挙
上操作を説明する説明図。
【図１８】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる目的部位の結紮切
除操作を説明する説明図。
【図１９】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムによる結紮切除後の操作
を説明する説明図。
【図２０】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の先
端に設けられる切除用金属ループの構成を示す斜視図。
【図２１】本発明の第２の実施形態に係るに内視鏡処置システムの処置用挿入補助具の先
端の内視鏡挿通管路の構成を示す断面図。
【図２２】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助
具の平面図。
【図２３】本発明の第３の実施形態の内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助具の
手元シース部と把持部の構成を示す断面図。
【図２４】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助
具の先端側シース部と手元側シース部との接合部分の構成を示す断面図。
【図２５】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡処置システムの大腸処置時の操作を説明
する説明図。
【図２６】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助
具の平面図。
【図２７】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いるシステム挿入補助
具の先端側の構成を示す断面図。
【図２８】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
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に設けられる内視鏡固定部材の構成を示す断面図。
【図２９】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムの大腸処置時の操作を説明
する説明図。
【図３０】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムの大腸の目的部位への挿入
操作を説明する説明図。
【図３１】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の構成を示す斜視図。
【図３２】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
を内視鏡に外挿させた操作状態を示す斜視図。
【図３３】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の変形例の構成を示す斜視図。
【図３４】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の変形例の鉗子起上台の構成を示す断面図。
【図３５】本発明の第５の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の他の変形例の構成を示す斜視図。
【図３６】本発明の第６の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の構成を示す斜視図。
【図３７】本発明の第６の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の操作時の状態を示す斜視図。
【図３８】本発明の第６の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の変形例の構成を示す斜視図。
【図３９】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の第１の他の変形
例の構成を示す斜視図。
【図４０】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の第２の他の変形
例の構成を示す斜視図。
【図４１】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の先端部分の他の
変形例の構成を示す斜視図。
【図４２】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の先端部分の他の
変形例の操作状態を説明する説明図。
【図４３】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる側視内視鏡の挿入部先端を説明する
説明図。
【図４４】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる側視内視鏡の把持鉗子の起上操作を
説明する説明図。
【図４５】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の切除具の他の実
施形態の構成を示す斜視図。
【図４６】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の切除具の他の実
施形態の構成を示す断面図。
【図４７】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例を示
す断面図。
【図４８】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の変形例の構
成を示す斜視図。
【図４９】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の変形例の構
成を示す断面図。
【図５０】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の変形例によ
る目的部位の結紮切除操作を説明する説明図。
【図５１】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例の構
成を示す断面図。
【図５２】本発明に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具の他の応用例によ
る大腸の結紮切除状態を説明する説明図。
【図５３】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
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の他の実施形態の構成を示す斜視図。
【図５４】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡処置システムに用いる処置用挿入補助具
の他の実施形態の構成を示す平面図。
【符号の説明】
１…内視鏡処置システム
２…内視鏡
３…処置用挿入補助具
４…把持鉗子プローブ
５…結紮切除部
６…スリット
７…シース部
８…把持部
９…結紮切除用操作部
１０…側孔
１１…針受け部
１２…結紮切除具収納部
１３…結紮具収納孔
１４…切除具収納孔
１５…切除具受け溝
１６…針受け溝
１７…切除具
１８…結紮具
１９…結紮具押出部材
２０…切除具押出ワイヤ
２１…結紮具押出ワイヤ
【図１】 【図２】

【図３】
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